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第２章  立地適正化計画の基本的な方針 

１ 目指すべき都市構造 

立地適正化計画は、都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導しつつ、その周辺や公共交通の

沿線に居住を誘導し、それらを公共交通ネットワークで結ぶ「コンパクト・プラス・ネットワーク」

のまちづくりを進めることで、将来にわたり必要な都市機能を維持できる人口密度を維持し、日進

市都市マスタープランで掲げる「将来都市構造」を実現するものです。 

本市では、人口が増加している状況ではありますが、長期的には人口減少に転じることが予測さ

れています。 

このことから、一定のエリアに居住を誘導しながら人口密度を維持することにより、医療・福

祉・子育て支援・商業等の生活サービスを持続的に確保するとともに駅周辺等の生活利便性の高い

拠点に都市機能を誘導し、それらを公共交通のネットワークで結ぶことでアクセスの利便性が高い、

持続可能なまちづくりを目指していきます。 

 

 

 
 

資料：日進市都市マスタープラン 

図 ２-1将来都市構造図 
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２ 地域公共交通のネットワーク 

鉄道路線では、市内にある３つの鉄道駅（赤池駅、日進駅、米野木駅）と、周辺市に存在する鉄

道駅が、市内居住者にとって名古屋市や豊田市方面への広域的な移動手段として機能しています。

また、五色園や香久山、竹の山周辺の住宅地においては、路線バスが名古屋市方面への移動手段と

して重要な役割を果たしています。 

こうした基幹的な公共交通軸は市の南北に存在し、東西方向へ運行されていることから、市内の

南北方向への移動や市の中心部における東西方向の移動においては、幹線機能を有したバス路線を

配置することで、市民の比較的広域な移動需要に対応した公共交通ネットワークを形成していきま

す。 

また、くるりんばすは、一定程度の幹線的な機能に加え、地域事情に密着したきめ細やかな移動

サービスを提供していくことにより、市内各地を公共交通で移動できるネットワークを形成してい

きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：日進市地域公共交通計画 

図 ２-2地域公共交通の将来ネットワークイメージ 
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３ 立地適正化計画の方針 

日進市では立地適正化計画の方針として、第 1 章 8 で整理した「都市づくりの課題整理」を基に、

「居住誘導」「都市機能誘導」「交通ネットワークの強化」の 3 つの視点に分けて、基本的な方針を

定めます。「防災」の視点については、第 7 章にて「防災指針」を定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市づくりの課題 立地適正化計画の基本的な方針 

●人口減少や少子高齢化が進む中においても、必要な生活サ

ービスを確保し、都市の活力を維持していくことが必要 

●市街化区域の駅周辺や生活拠点となるエリアの魅力を維

持・向上させるために、適切な土地利用や効率的な都市機

能の配置を図ることが必要 

●市民ニーズや将来需要を踏まえながら、都市機能を維持し

ていくことが必要 

●公共建築物や道路・下水道等のインフラ資産について、老

朽化対策を計画的に実施しつつ、充当可能な財源の範囲内

で進めることに留意が必要 

～都市機能誘導～ 

 

●都市間交通の結節点である赤池駅、日進

駅、米野木駅周辺の地域生活拠点には、都

市機能の集積促進、日常的な生活機能の維

持、にぎわいの場の形成等に向けて、都市

機能の誘導を推進します。 

●住宅地において生活拠点を支える既存商業

地が形成されている地域には、生活を支え

る都市機能の維持・確保を図ります。 

●今後増加が見込まれる高齢者と子育て世代が、安心して暮

らせる環境の充実が必要 

●空家の適切な管理や有効活用が必要 

●快適な生活環境を支える都市基盤（生活道路・公園）を適

切に整備、維持・管理、更新していくことが必要 

●市街化調整区域では都市経営コストも考慮しながら都市基

盤（道路・公園）の維持管理が必要 

●高齢化に伴う民生費の増加や将来的な人口減少による影響

を見据え、財政における歳入と歳出のバランスを踏まえた

都市経営が必要 

～居住誘導～ 

 

●子育て世代や高齢者をはじめ、誰もが暮ら

しやすい持続可能なまちづくりを目指しま

す。 

●医療・福祉・子育て・商業等の都市機能を

維持するために、人口密度を維持しつつ将

来に向けて高めていけるよう居住を誘導し

ていきます。 

 

●人口減少下においても、引き続き必要となる公共交通につ

いては、維持・利用促進が必要 

●高齢者等の配慮が必要な人々の移動手段の確保が必要 

●都市機能のカバー率が低い地域では公共交通ネットワーク

による都市機能へのアクセス性確保が必要 

～交通ネットワークの強化～ 

●鉄道やバスといった基幹的な路線を軸とし

た公共交通ネットワークの形成を維持・確

保していきます。 

●生活交通であるくるりんばすを活用し、居

住地から生活を支える都市機能へのアクセ

スを維持・確保していきます。 

●地域間の円滑な交通ネットワークを形成し

ていくため、重要な幹線道路を整備・維持

していきます。 

●災害リスクが懸念されるエリアでは、市民が災害に対して

安全に暮らせるための災害リスクの低減が必要 

●老朽建物による災害時の被害低減が必要 

～防災～ 

●市民の安全・安心な居住環境を維持・確保

していくために防災指針を定めます。 

●住宅地として開発がなされてきた地区は、

今後も安心して快適に暮らし続けることが

できる居住環境の維持を図ります。 

 

市街化調整区域 

●公共施設については、交通アクセスの維持・向上に加え、

財政状況に応じた持続可能な運営が必要 

●市役所庁舎等の公共施設が市の中心部に集

積し、どの地域からも距離的に利用しやす

い立地的条件を維持するとともに、市役所

庁舎等の公共施設や鉄道駅へのアクセス性

を高めるため、公共交通ネットワークの維

持・強化を図ります。 

●快適な生活環境を支える都市基盤（幹線道路）を適切に整

備、維持・管理、更新していくことが必要 

 


